
JP 5229442 B2 2013.7.3

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車体底部に車輪が設けられ、前記車輪のうち前後方向略中央の左右に駆動輪が設けられ
た無人搬送車体において、
　前記駆動輪は、駆動ユニットに配置されている基端が枢軸によって上下に回転可能に枢
着されている車輪取付板の先端側で前記車輪取付板の内側に設けられたコイルスプリング
により所定圧で路面に接地されるよう、前記車輪取付板の先端側であって前記コイルスプ
リングと前後方向同位置に、上下動可能に枢着され、且つ、回転可能に取り付けられてお
り、前記駆動ユニットは、前記駆動輪よりも前記枢着位置側で前記車輪取付板の内側に設
けられた駆動モータと、前記駆動輪を回転駆動する前記駆動モータの駆動力を前記駆動輪
に伝達するためのベルトを備えた伝達機構とを有し、左右で、前後方向に反対の向きで前
記車体底部に取り付けられていることを特徴とする無人搬送車体。
【請求項２】
　前記駆動ユニットが、同一形状であることを特徴とする請求項１記載の無人搬送車体。
【請求項３】
　前記駆動輪は、枢着位置から前後方向にオフセットして位置していることを特徴とする
請求項１または２に記載の無人搬送車体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　この発明は、搬送路に設けた誘導帯をセンサで検知しつつ無人で自動的に移動する無人
搬送車体に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般の製造現場において、部品などの搬送に無人搬送台車を活用することによって作業
効率を高める方法が提案されている。一般的に軌道追従型無人搬送車体は、個々に制御可
能な駆動輪２基を有する駆動ユニットと前後左右の自在輪２個／固定輪２個で構成され、
駆動ユニットを無人搬送車の走行方向前部（自在輪間）に配置し、軌道に対し進行方向を
修正しながら走行する。また、該無人搬送台車では、カーブや屈曲路の走行や反転などを
小スペースで行うことを可能にしたり、上記のように誘導帯に対する車体のずれを修正し
たりするために、車体底部の中央左右に設けた駆動輪の一方を停止したり、左右で回転方
向を逆転したり、回転速度を左右で変えたりするなどして車体のターンや修正移動を可能
にして移動性を高めている。また、無人搬送車体が移動する路面は、必ずしも平坦ではな
く、傾斜があったり、凹凸を有したりする。このような路面を無人搬送台車で移動すると
、揺れなどが生じて安定した走行ができないという問題がある。このため、車輪を路面側
に付勢するサスペンション機構を設けて台車の安定性を高める工夫がなされている（特許
文献１、２参照）。
【特許文献１】特開平９－２８６３３７号公報
【特許文献２】特開平１１－２４７４９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、上記のように左右の駆動輪で独立した制御を行ってターンを行ったり、誘導帯
に沿った修正移動を行うと、サスペンション機構によって左右の駆動輪に挙動の異なる付
勢力が作用して、車体が揺動するなどして却って走行安定性が損なわれてしまうという問
題がある。
【０００４】
　本発明は、上記事情を背景としてなされたものであり、左右の駆動輪の制御に際しても
、揺動などが生じにくく、傾斜や凹凸などを有する路面においても安定した走行が可能な
無人搬送車体を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　すなわち、本発明の無人搬送車体のうち、請求項１記載の発明は、車体底部に車輪が設
けられ、前記車輪のうち前後方向略中央の左右に駆動輪が設けられた無人搬送車体におい
て、前記駆動輪は、駆動ユニットに配置されている基端が枢軸によって上下に回転可能に
枢着されている車輪取付板の先端側で前記車輪取付板の内側に設けられたコイルスプリン
グにより所定圧で路面に接地されるよう、前記車輪取付板の先端側であって前記コイルス
プリングと前後方向同位置に、上下動可能に枢着され、且つ、回転可能に取り付けられて
おり、前記駆動ユニットは、前記駆動輪よりも前記枢着位置側で前記車輪取付板の内側に
設けられた駆動モータと、前記駆動輪を回転駆動する前記駆動モータの駆動力を前記駆動
輪に伝達するためのベルトを備えた伝達機構とを有し、左右で、前後方向に反対の向きで
前記車体底部に取り付けられていることを特徴とする。
【０００６】
　請求項２記載の無人搬送車体の発明は、請求項１記載の発明において、前記駆動ユニッ
トが、同一形状であることを特徴とする。
【０００７】
　請求項３記載の無人搬送車体の発明は、請求項１または２に記載の発明において、前記
駆動輪は、枢着位置から前後方向にオフセットして位置していることを特徴とする。
【０００８】
　すなわち、本発明によれば、左右の駆動輪が前後方向に反対の方向で車体に取り付けら
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れているため、例えば、誘導帯に沿った修正をするために、一方の駆動輪を停止させたり
減速させたりすることによって一方の側にブレーキ力が作用する。この駆動制御によって
、無人搬送車体はブレーキがかかった側に斜行するように移動する。この斜行によって、
誘導帯の反対側で外れると、ブレーキが掛かっていた側の駆動輪を通常に戻し、逆側の駆
動輪にブレーキが掛かるようにして走行方向を徐々に修正する。この状況を左右繰返しな
がら収束して誘導帯中央に戻ることができる。
【０００９】
　この際に、駆動輪が左右で同じように取り付けられていると、ブレーキが作用した側に
、駆動輪付近を支点にして車体を上昇または下降させる応力が発生する。さらに修正移動
によって誘導帯の反対側で逆の駆動輪にブレーキを作用させると車体をさらに上昇または
下降させる力が働き、無人搬送車体を大きく揺動させて挙動を不安定にし、最悪な場合に
は振れ幅が同調して車線逸脱が発生する。これに対し、本発明では、左右の駆動輪が逆方
向となっているので、一方の側でブレーキ力によって例えば車体を上昇させる力が働くと
、他方の側では、上昇力は働かず、逆にブレーキ力によって車体を下降させる力が働く。
すなわち、本発明では、駆動輪の左右で発生する応力が同調することはなく、左右で揺動
の同調が回避され、早期に修正・収束されることで無人搬送車体の揺動を防止することが
できる。
【００１０】
　なお、左右の駆動ユニットでは、駆動輪が駆動ユニットに上下動可能に枢着されている
が、この枢着は駆動輪の上下動を可能にする回転軸を介して行われる。また、駆動輪を路
面に所定圧で接地させる押圧部材としては、駆動輪を路面側に付勢できるものであればよ
く、例えばシリンダやバネを用いた構成などを採用することができる。前記所定圧は、シ
リンダの圧力やバネの係数の調整によって設定することができる。なお、本発明としては
、この接地圧力が特定のものに限定されるものではない。
【００１１】
　なお、上記枢着によって、通常は、駆動輪が枢着位置からオフセットされて位置する。
したがって、この場合、駆動輪を左右に位置させると、駆動ユニットは、左右において、
前後方向に位置がずれて取り付けられることになる。
　また、上記駆動ユニットは、左右で同一構造のものを用いれば、左右で別々の構造のも
のを用意する必要がなく、コスト低減効果がある。
【発明の効果】
【００１２】
　すなわち、本発明の無人搬送車体によれば、車体底部に車輪が設けられ、前記車輪のう
ち前後方向略中央の左右に駆動輪が設けられた無人搬送車体において、前記駆動輪は、駆
動ユニットに配置されている基端が枢軸によって上下に回転可能に枢着されている車輪取
付板の先端側で前記車輪取付板の内側に設けられたコイルスプリングにより所定圧で路面
に接地されるよう、前記車輪取付板の先端側であって前記コイルスプリングと前後方向同
位置に、上下動可能に枢着され、且つ、回転可能に取り付けられており、前記駆動ユニッ
トは、前記駆動輪よりも前記枢着位置側で前記車輪取付板の内側に設けられた駆動モータ
と、前記駆動輪を回転駆動する前記駆動モータの駆動力を前記駆動輪に伝達するためのベ
ルトを備えた伝達機構とを有し、左右で、前後方向に反対の向きで前記車体底部に取り付
けられているので、左右の駆動輪を制御して走行制御をする際に、揺動などが防止され、
安定した走行が可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下に、本発明の一実施形態を図１～図３に基づいて説明する。
　無人搬送車体１は、車台２の底部の前後左右に、自在輪３…３が設けられている。該自
在輪３は、縦方向の取り付け軸（図示しない）によって車台２に回転可能に取り付けられ
ており、該取り付け軸に固定された水平軸に車輪が回転可能に取り付けられている。なお
、本発明としては、これら自在輪が必須とされるものではなく、固定輪によって構成され
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るものでもよく、自在輪と固定輪とが混在したものであってもよい。
【００１４】
　さらに前後の自在輪３、３との間には、それぞれ左右で前後方向に逆向きにした駆動ユ
ニット１０、１０が台車組付け用プレート１０ａ、１０ａを介して車台２に取り付けられ
ている。該駆動ユニット１０には、縦に配置した車輪取付板１１の基端が枢軸１２によっ
て上下に回転可能に枢着されており、該車輪取付板１１の先端側に駆動輪１５が回転可能
に取り付けられている。左右の駆動輪１５、１５は、車台２の前後方向略中央に位置する
ように左右の駆動ユニット１０が配置されている。
【００１５】
　上記車輪取付板１１には、駆動モータ１３が取り付けられており、該駆動モータ１３の
駆動力がスプロケットやベルトなどによって駆動輪１５に伝達されて駆動輪１５が回転駆
動される。なお、左右の駆動ユニット１０、１０における駆動モータ１３、１３は、それ
ぞれ独立して回転制御が可能になっている。また、車輪取付板１１の先端側には、台車組
付け用プレート１０ａとの間に、コイルやシリンダなど（図ではコイルスプリング１６）
の押圧部材を用いたサスペンション機構が設けられて、駆動輪１５を路面側に所定圧で接
地させるように構成されている。なお、図中１８は、車輪取付板１１に設けられたストッ
パであり、車輪取付板１１の上方移動が過度になるのを規制する。
【００１６】
　車台２の前方端には、路面に配された誘導帯を検知するための少なくとも二つのセンサ
からなる左右センサ１９が設けられている。左右センサ１９の検知結果は、制御部２０に
出力されており、さらに制御部２０では、駆動ユニット１０、１０における駆動モータ１
３、１３をそれぞれ独立して制御可能となっている。制御部２０は、例えばＣＰＵとこれ
を動作させるプログラムとを主として構成することができ、その他に、プログラムを格納
したＲＯＭ、ワークエリアを確保するＲＡＭ、制御タイミングを計るタイマなどを備える
ことができる。
【００１７】
　次に、上記無人搬送車体の走行動作について説明する。
　上記無人搬送車体１が走行する搬送路面には、図３に示すように、磁気テープからなる
誘導帯３０が設けられており、無人搬送車体１は、該誘導帯３０の磁気を検知する前記左
右センサ１９の検知結果に基づいて該誘導帯３０に沿って移動する。なお、誘導帯３０は
、上記磁気テープの他に、誘導電波や、光学検知などを利用したもので構成することがで
き、搬送路面以外に配置する構成とすることもできる。左右センサ１９は、該誘導帯の磁
気や電波、光反射などに応じて、左右センサ１９が左右において、該誘導帯に沿っている
か、逸脱しているかを検知できるものであればよい。すなわち、誘導帯やこれを検知する
センサの構成は、本発明としては特に限定されるものではなく、誘導帯とセンサの組み合
わせによって、誘導帯を検知しつつ無人搬送車体を該誘導帯に沿って移動できるものであ
ればよい。
【００１８】
　なお、無人搬送車体１は、誘導帯３０に沿って移動する際に、左右センサ１９で誘導帯
３０を検知しつつ移動し、左右センサ１９で誘導帯３０の左右いずれかの側に外れたこと
が検知される際には、制御部２０は、左右いずれかの駆動モータ１３を制御して、駆動輪
１５の回転数を制御することで無人搬送車体１の移動方向を修正して誘導帯３０に沿った
移動を可能にする。この際に、該駆動輪１５はコイルスプリング１６で路面側に所定圧で
接地されているが、路面に凹凸などがある場合には、コイルスプリング１６が伸縮するこ
とで駆動輪１５が車輪取付板１１を介して枢軸１２により上下に回転移動して路面の凹凸
を吸収し、車台２の安定走行を確保する。
【００１９】
　図３（ａ）には右側に徐々に湾曲する誘導帯３０が示されている。この誘導帯３０を無
人搬送車体１が進行すると、片側（図示左側）が誘導帯３０から外れることが左右センサ
１９によって検知される。この検知結果は制御部２０に送信され、制御部２０では、誘導
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帯３０から外れた側と反対側（図示右側）の駆動ユニット１０における駆動モータ１３を
制御して回転数を低下させる。すると、右側の駆動輪１５の回転が低下して無人搬送車体
１の進路方向は、右側に斜行するように進行する。この際に、右側の駆動輪１５にブレー
キが掛かった状態になる。右側の駆動ユニット１０では、図１に示すように、枢軸１２の
前方に駆動輪１５が位置しているため、ブレーキが掛かった駆動輪１５に対し、枢軸１２
を介して車台２の後方側が上方に浮かぶ応力が掛かる。一方、左側の駆動輪１５では、枢
軸１２の後方に位置しているため、上記のような上方に浮かぶ応力は作用せず、逆に車台
２が沈み込む応力が発生するので、左右で、揺動の同調が回避され、早期に修正・収束さ
れて車台２の挙動を安定にする。
【００２０】
　また、上記斜行が進むと、誘導帯３０に対し右側が外れる状態になるため、右側の駆動
モータ１３を制御して回転数を上昇させる。すると、右側の駆動輪１５の回転が上昇して
無人搬送車体１の進路方向を左側に修正する。この際に、右側の駆動輪１５が加速された
状態になるため、右側の駆動ユニット１０では、加速される駆動輪１５に対し、枢軸１２
を介して車台２の後方側が下方側に沈む応力が加わる。一方、左側の駆動輪１５では、相
対的にブレーキが掛かる状態になり、上方に浮かぶ応力が掛かる。これにより左右で、揺
動の同調が回避され、早期に修正・収束されて車台２の挙動を安定にする。
　上記動作を繰り返すことで湾曲した誘導帯３０においても無人搬送車体１は誘導帯３０
に沿って移動する。そして、上記動作においては、左右で逆向きとした駆動ユニット１０
、１０によって、車台２の揺動が効果的に防止される。
【００２１】
　また、図３（ｂ）に示すように、逆方向に進路変更する場合は、一方の駆動輪１５（図
では左側）を停止させ、右側の駆動輪１５のみを回転させる。すると、無人搬送車体１は
、左側に１８０度で旋回する。この際に、左側の駆動輪１５にブレーキがかかるため、駆
動輪１５の前側にある枢軸１２を介して車台２には下降する応力が作用する。一方、右側
の駆動輪１５では、ブレーキ作用は殆ど影響しないため、左右の応力が同調して揺れを増
大させることはない。逆に、後方にある枢軸を介して車台２には上昇する応力が作用する
ことにより、左右で、揺動の同調が回避され、早期に修正・収束されて車台２の揺動を小
さなものとする。
【００２２】
　また、図３（ｃ）に示すように、逆方向に転回する場合（図では反時計回り）は、右側
の駆動輪１５は正転させ、左側の駆動輪１５は逆転させる。すると、無人搬送車体１は、
その場で１８０度回転して向きを変える。この場合も、上記と同様に左右の駆動ユニット
１０、１０によって車台２に作用する応力によって、左右で揺動の同調が回避され、早期
に修正・収束されて、車台２の揺動が極力小さくなる。
【００２３】
　以上、本発明について、上記実施形態に基づいて説明を行ったが、本発明は上記実施形
態の内容に限定をされるものではなく、本発明の範囲を逸脱しない範囲で適宜の変更が可
能である。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の一実施形態における無人搬送車体の底面側斜視図である。
【図２】同じく、駆動ユニットを示す拡大図である。
【図３】同じく、無人搬送車体の走行状態を示す概略図である。
【符号の説明】
【００２５】
　１　　無人搬送車体
　２　　車台
　３　　自在輪
１０　　駆動ユニット
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１１　　車輪取付板
１２　　枢軸
１３　　駆動モータ
１５　　駆動輪
１６　　コイルスプリング

【図１】

【図２】

【図３】
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